
 

 

務停止といった重大な被害

につながるおそれがありま

す。とりわけ人事・労務部

門が扱う情報は機密性が高

く、万が一流出した場合、

その被害は災害並みです。 

 そこで、企業の情報イン

フラのＢＣＰとして、サイ

バーセキュリティの防災訓

練が有効になってきます。 

 

◆訓練の具体的な進め方 

 例えば、実際の攻撃を模

した疑似メールを従業員に

送信。開封やリンククリッ

クの有無を確認し、現状の

リスク感度を把握します。

結果をもとに、どのような

メールが危険か、どう対応

すべきかを学ぶ研修を行

い、実践的な知識と意識の

向上を図ります。 

 また、実際に攻撃を受け

て感染等してしまい、イン

フラが止まってしまった場

合等を想定して、その際の

初動対応やオフラインでど

のような作業がどこまで可

能か等、確認しながら行う

ことも有効です。 

 

◆小さな一歩が大きな防御

に 

 まずは小規模な訓練から

でもよいでしょう。また、

外部の専門業者等と連携し

て行うのもよいでしょう。 

 従業員の意識改革と企業

防衛の第一歩として、ぜひ

この機会に検討してみまし

ょう。 

 

中小企業庁が「賃上げ・最

低賃金対応支援特設サイ

ト」を開設しました 
 

◆中小企業庁が最低賃金引

上げ対応の国の支援制度

をまとめた特設サイトを

オープン 

今年も最低賃金の引上げ

が実施されました。近年、大

幅な引上げが続いており、企

業としては対応に苦慮する

ところです。 

そのような中、中小企業庁

は、賃上げ・最低賃金対応を

しながら、新製品開発、新設

備の導入、販路開拓、従業員

の処遇改善や人材確保の取

組みをする中小企業・小規模

事業者への国の支援制度を

まとめた「賃上げ・最低賃金

対応支援特設サイト」を開設

しました。 

 

◆補助金・助成金・税制・相

談窓口などの情報を一括で

確認 

特設サイトは、以下のステ

ップにより、自社に合った補

助金・助成金（ＩＴ・設備投

資支援に関する補助金、業務

改善助成金、キャリアアップ

助成金等）、税制優遇（賃上げ

促進税制）、相談窓口（よろず

支援拠点、働き方改革推進支

援センター等）といった支援

策をすぐに見つけられるよう

工夫されています。 

○ステップ１  

賃上げに必要な人件費の増加

分を知る 

○ステップ２ 

 商品・サービス別、顧客別 

の「利益」を計算し、「伸ばす 

べき」商品・サービスを検討 

する 

○ステップ３  

賃上げ原資の確保に向けて対

策を考える 

 

◆自社に合った支援制度を見

つけるために活用を 

時給引上げ額、勤務日数、

従業員数などを入力すること

によって、１日、１週間、１

月、１年当たりの各増加額を

算出できる「人件費増加額シ

ミュレーション」や、利益を

得るための売上高等をシミュ

レーションできる「儲かる経

営 キヅク君」など、自社の

状況をシミュレーションする

のに活用できるツールも盛り

込まれていますので、ぜひ活

用したいところです。 

 

 

 

 

が行われていますが、改正

後の非課税限度額を適用し

た場合に過納 となる税額

がある場合には、本年の年

末調整の際に精算すること

になります。 

 (注)１ 既に支払われた通

勤手当が改正前の非課税限

度額以下である人について

は、この精算の手続は不 要

です。  

 

◆年の中途に退職した人な

ど本年の年末調整の際に精

算する機会のない人 

確定申告により精算するこ

とになります。 

 

◆ 年末調整の際における

精算の具体的な手続は、次

のように行います。 

 イ 既に改正前の非課税限

度額を適用したところで所

得税及び復興特別所得税の

源泉徴収をした （課税され

た）通勤手当のうち、改正後

の非課税限度額によって新

たに非課税となった部分の

金額を計算します。  

ロ 「令和７年分給与所得に

対する源泉徴収簿」（以下

「源泉徴収簿」といいま

す。）の余白に「非 課税とな

る通勤手当」と表示して、

イの計算根拠及び今回の改

正により新たに非課税とな

った部分の金額を記入しま

す。 

 ハ また、源泉徴収簿の「年

末調整」欄の「給料・手当

等①」欄には、「給料・手当

等」欄の「総支給金額」の

「計①」欄の金額からロの

新たに非課税となった部分

の金額を差し引いた後の金

額を 記入します。 

 ニ 以上により、改正後の

非課税限度額によって新た

に非課税となった部分の金

額が、本年の給与 総額から

一括して差し引かれること

になるため、その差引後の

給与の総額を基にして年末

調整を行います。  

 

サイバー攻撃予防訓練の

すすめ 

 

◆サイバー攻撃も“災害”

として認識すべき時代 

 近年、企業を狙ったサイ

バー攻撃が急増していま

す。標的型メールやランサ

ムウェアなど、その手口は

巧妙化しており、従業員の

一瞬の油断が情報漏洩や業

通勤手当の非課税限度額

の改正について 

  

◆令和７年 11 月 19 日に所

得税法施行令の一部を改正

する政令が公布され、通勤

のため自動車などの交通用

具を使用している給与所得

者に支給する通勤手当の非

課税限度額が引き上げられ

ました。 

 この改正は、令和７年 11

月 20 日に施行され、令和７

年４月１日以後に支払われ

るべき通勤手当（同日前に

支払われるべき通勤手当の

差額として追加支給するも

のを除きます。）について適

用されます。 

 このため、改正前に、改正

前の非課税限度額を超えた

通勤手当を支払っていた場

合には、令和７年分の年末

調整で対応が必要となるこ

とがあります。 

 

◆ 課税済みの通勤手当に

ついての精算 

 ⑴ 改正前に既に支払われ

た通勤手当については、改

正前の非課税限度額を適用

したところで所得税 及び

復興特別所得税の源泉徴収
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